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東京信用保証協会は反社会的勢力に係る企業等に対しては保証致しません 

 

 

 

 東京信用保証協会では、このたび信用保証委託契約書に暴力団等の反社会的

勢力を排除する旨の条項を導入することといたしました。 

 本条項は、委託者ご本人または保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しな

いこと、またはそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを

表明、確約していただくものです。 

 暴力団等の反社会的勢力は、信用保証の対象とはなりませんのでご留意くだ

さい。 

 

 

 


